
7
月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除

月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除

　
　
　
　
　
　
　
・
猶
予
申
請
の
更
新
時
期
で
す

　
　
　
　
　
　
　
・
猶
予
申
請
の
更
新
時
期
で
す

　
万
一
の
病
気
や
け
が
に
備
え
て
加
入

者
が
お
互
い
に
助
け
合
う
国
民
健
康
保

険
の
事
業
運
営
は
、
加
入
者
の
み
な
さ

ま
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
国
民
健
康

保
険
税
（
国
保
税
）
と
国
や
県
・
市
の

公
的
負
担
な
ど
を
財
源
と
し
て
、
医
療

費
や
い
ろ
い
ろ
な
給
付
（
出
産
育
児
一

時
金
や
葬
祭
費
な
ど
）
を
行
っ
て
い
ま

す
。 

 【
賦
課
限
度
額
に
つ
い
て
】 

　
国
保
税
は
、
医
療
給
付
費
分
と
介
護

納
付
金
分
（
四
十
歳
か
ら
六
十
四
歳
の

方
の
み
）
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
に
、
所
得
な
ど
に
保
険
税
率
を
掛
け

て
計
算
し
た
税
額
の
賦
課
限
度
額
（
そ

の
額
以
上
は
税
金
を
い
た
だ
か
な
い
上

限
の
額
）
を
定
め
て
い
ま
す
。 

　
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
地
方

税
法
の
改
正
に
伴
い
、
医
療
給
付
費
分

の
賦
課
限
度
額
を
、
こ
れ
ま
で
の
五
十

三
万
円
か
ら
五
十
六
万
円
に
引
き
上
げ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

　
健
全
な
国
保
財
政
を
維
持
す
る
た
め

に
、
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

　
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
ま
ず
ご
相
談
を
。 

 

　
国
民
年
金
は
、
二
十
歳
以
上

六
十
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
が

加
入
す
る
制
度
で
、
保
険
料
の

納
付
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、

高
齢
に
な
っ
た
と
き
の
老
齢
基

礎
年
金
や
、
も
し
も
の
と
き
の

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。 

　
し
か
し
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
で
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
と
な

る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。
（
平
成
十
九
年
度
の

場
合
で
、
月
額
一
万
四
千
百
円
） 

　
免
除
に
は
、
全
額
が
免
除
さ

れ
る
「
全
額
免
除
」
と
、
一
部

が
免
除
さ
れ
る
「
四
分
の
三
免

除
」
、｢

半
額
免
除
」
、
「
四
分

の
一
免
除
」
の
四
段
階
が
あ
り
、

前
年
の
所
得
額
な
ど
に
応
じ
て

設
定
さ
れ
、
下
の
表
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

【
免
除
期
間
の
扱
い
】 

　
免
除
承
認
期
間
は
、受
給
資
格
期

間
と
し
て
計
算
さ
れ
、年
金
額
を
計

算
す
る
と
き
に
は
、左
下
の
図
の
よ

う
に
、免
除
の
割
合
に
よ
り
受
け
取

る
年
金
額
が
計
算
さ
れ
ま
す
。 

　
た
だ
し
、
年
金
の
受
給
前
で
あ

れ
ば
、
十
年
前
ま
で
遡
っ
て
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で

き
ま
す
。
（
三
年
目
以
降
の
追
納

に
つ
い
て
は
、
加
算
が
つ
き
ま
す
。） 

 【
免
除
承
認
期
間
】 

　
免
除
承
認
期
間
は
七
月
（
ま
た

は
申
請
月
の
前
月
）
か
ら
翌
年
の

六
月
ま
で
と
な
り
ま
す
。 

　
引
き
続
き
七
月
か
ら
免
除
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
ま
た
は

新
た
に
免
除
の
申
請
を
さ
れ
る
方

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。 

※
保
険
料
の
全
額
免
除
（
失
業
や

　
天
災
な
ど
の
理
由
の
場
合
を
除

　
く
）が
承
認
さ
れ
た
方
で
、
申

　
請
時
に
継
続
申
請
の
希
望
を
さ

　
れ
た
場
合
は
、
翌
年
度
以
降
、

　
改
め
て
申
請
を
し
な
く
て
も
継

　
続
し
て
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と

　
し
て
、
自
動
的
に
審
査
を
行
い

　
ま
す
。
平
成
十
九
年
度
分
の
審

　
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
七
〜
八

　
月
頃
に
社
会
保
険
事
務
所
か
ら

　
通
知
が
あ
り
ま
す
。 

 【
申
請
に
必
要
な
も
の
】 

・
印
鑑 

・
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に

　
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
は
、雇
用

　
保
険
受
給
資
格
者
証
、雇
用
保

　
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
の
写
し 

 【
申
請
先
】 

各
庁
舎
窓
口
セ
ン
タ
ー 

 

■
問
い
合
わ
せ 

　
市
民
生
活
部
市
民
課（
滝
野
庁
舎
） 

　
1
４
８
・
３
０
０
４ 

 

乗
っ
て
残
そ
う
！

乗
っ
て
残
そ
う
！

　
　
　
　
　
路
線
バ
ス

　
　
　
　
　
路
線
バ
ス

　
公
共
交
通
機
関
は
、
通
勤
、
通
学
、

買
い
物
、
通
院
な
ど
で
、
多
く
の
方
々

の
足
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。 

　
ま
た
、
交
通
渋
滞
や
交
通
事
故
の
増

加
、
温
暖
化
な
ど
の
環
境
問
題
が
深
刻

化
す
る
中
、
人
と
自
然
に
優
し
い
交
通

と
し
て
も
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
一
方
で
、
利
用
者
は
年
々
減
少
を
続

け
て
お
り
、
路
線
の
維
持
・
存
続
の
た

め
に
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
公
共

交
通
機
関
を
で
き
る
だ
け
利
用
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。 

　
加
東
市
に
お
い
て
は
、
姫
路
駅
前
か

ら
社
停
留
所
ま
で
運
行
さ
れ
て
い
る
バ

ス
路
線
が
、
運
行
の
赤
字
を
補
助
す
る

国
の
負
担
額
が
大
き
い
「
収
支
改
善
計

画
策
定
路
線
」
の
指
定
を
受
け
て
お
り
、

こ
の
ま
ま
利
用
者

が
減
少
す
る
と
廃

止
さ
れ
て
し
ま
う

恐
れ
も
あ
り
ま
す
。 

　
大
切
な
地
域
の

公
共
交
通
機
関
を

も
っ
と
利
用
す
る

こ
と
で
地
域
に
残

し
ま
し
ょ
う
。 

 

■
問
い
合
わ
せ 

　
企
画
部
企
画
政
策
課
（
社
庁
舎
） 

　
1
４
３
・
０
３
８
９ 

◆
電
話
相
談
を
二
十
四
時
間
、 

　
土
・
日
も
対
応 

　
土
・
日
曜
日
を
含
め
二
十
四
時
間
対

応
の
専
用
電
話
を
次
の
と
お
り
設
置
し

て
い
ま
す
。 

（
専
用
電
話
の
名
称
） 

「
ね
ん
き
ん
あ
ん
し
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」 

（
専
用
電
話
） 

「
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

　
　
０
１
２
０
・
６
５
７
８
３
０
」 

※
オ
ン
ラ
イ
ン
が
稼
動
し
て
い
な
い
夜

　
間
や
土
曜
日
、
日
曜
日
の
問
い
合
わ

　
せ
は
、
電
話
で
の
受
付
の
み
と
し
、

　
原
則
翌
日
に
回
答
し
ま
す
。 

 

◆
社
会
保
険
事
務
所
の
相
談
窓
口

　
の
拡
大 

①
夜
間
窓
口
の
延
長 

　
す
べ
て
の
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い

　
て
、
毎
週
月
曜
日
以
外
の
平
日
も
十

　
九
時
ま
で
受
付
を
延
長
し
ま
す
。 

②
休
日
の
年
金
相
談
日 

　
七
月
十
四
日
（土）
は
す
べ
て
の
社
会
保

　
険
事
務
所
で
年
金
相
談
を
実
施
し
ま

　
す
。 

 

■
問
い
合
わ
せ 

　
明
石
社
会
保
険
事
務
所 

　
1
０
７
８
・
９
１
２
・
４
９
１
６ 

加
東
市
国
民
健
康
保
険
税
の 

　
　
　
賦
課
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す 

保険税率に変更はありません

※
賦
課
限
度
額
と
は
、
そ
の
額
以
上
は
税
金
を 

　
い
た
だ
か
な
い
上
限
の
額
の
こ
と
で
す
。 

【国保税の算定方法】 

【所得基準】 

■国民健康保険の加入や脱退の手続き、医療についてのお問い合わせ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民生活部市民課（滝野庁舎）148-3004 
■国民健康保険税についてのお問い合わせ　　　　　総務部税務課（社庁舎）143-0397

（注１）扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは４８万円、特定扶養親族
　　　　であるときは６３万円になります。 

7
月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除

月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除

　
　
　
　
　
　
　
・
猶
予
申
請
の
更
新
時
期
で
す

　
　
　
　
　
　
　
・
猶
予
申
請
の
更
新
時
期
で
す

乗
っ
て
残
そ
う
！

乗
っ
て
残
そ
う
！

　
　
　
　
　
路
線
バ
ス

　
　
　
　
　
路
線
バ
ス

乗
っ
て
残
そ
う
！

　
　
　
　
　
路
線
バ
ス

免除の区分 免除が適用される所得の上限額 免除後の保険料 

全 額 免 除  

４分 の３免 除  

半 額 免 除  

４分 の１免 除  

（扶養親族などの数＋１）×３５万円＋２２万円 

７８万円＋（扶養親族などの数×３８万円（注1）） 

１１８万円＋（扶養親族などの数×３８万円（注1）） 

１５８万円＋（扶養親族などの数×３８万円（注1）） 

月々の保険料 

月々の保険料 

月々の保険料 

月々の保険料 

０円 

３，５３０円 

７，０５０円 

１０，５８０円 

※国保税は所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の４つを合計して計算します。 

①所得割額 
②資産割額 
③均等割額 
④平等割額 
①～④の合計額が1年間の国保税額です。ただし賦課限度額は右のとおりです。 

被保険者の平成18年中の基準総所得金額に対し 
被保険者の本年度の固定資産税額に対し 
被保険者1人ごとに 
1世帯ごとに 

6.80% 
20.00% 
28,000円 
24,000円 
560,000円 

医療給付費分 
1.65% 
5.30% 
9,700円 
5,700円 
90,000円 

介護納付金分 

賦課限度額以外（税率など）は変更ありません。 

改正前（平成18年度） 
　　　　の賦課限度額適用例 
 ①所得割 

　　5,500,000円×6.8％＝374,000円 
　　（加入者全員の所得を合計） 
②資産割 
　　200,000円×20％＝40,000円 
　　（加入者全員の税額を合計） 
③均等割 
　　28,000円×5人＝140,000円 
④平等割 
　　一世帯あたり　　 24,000円  
合計額は、578,000円となりますが、賦課限
度額がありますので、実際に収めていただ
く税額は530,000円でした。 

改正後（平成19年度） 
　　　　の賦課限度額適用例 
 ①所得割 

　　5,500,000円×6.8％＝374,000円 
　　（加入者全員の所得を合計） 
②資産割 
　　200,000円×20％＝40,000円 
　　（加入者全員の税額を合計） 
③均等割 
　　28,000円×5人＝140,000円 
④平等割 
　　一世帯あたり　　 24,000円  
合計額は、578,000円となりますが、賦課限
度額がありますので、実際に収めていただ
く税額は560,000円です。 

全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除 全額納付 

3分の1 
の年金 
 

2分の1 
の年金 
 

3分の2 
の年金 
 

6分の5 
の年金 
 

全額 
の年金 
 

受
け
取
る
年
金
額 

いずれの期間も受給資格期間に算入 

7
月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除

月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除

　
　
　
　
　
　
　
・
猶
予
申
請
の
更
新
時
期
で
す

　
　
　
　
　
　
　
・
猶
予
申
請
の
更
新
時
期
で
す

7
月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除

　
　
　
　
　
　
　
・
猶
予
申
請
の
更
新
時
期
で
す

年
金
記
録
問
題
へ
の
 

　
　
　
対
応
に
つ
い
て
 

 
〜
社
会
保
険
事
務
所
よ
り
〜
 


